
沖
縄
振
興
審
議
会
令
（
平
成
一
四
年
政
令
第
一
一
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
沖
縄
振
興
審
議
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

（
会
議
の
招
集
） 

第
１
条 

沖
縄
振
興
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う｡

）
の
招
集
は
、
会

議
の
議
題
、
日
時
及
び
場
所
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
会
議
の
議
事
） 

第
２
条 

会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

２ 
 
 

会
議
は
、
原
則
と
し
て
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
段
の
理
由
が
あ

る
場
合
に
は
、
理
由
を
明
示
し
て
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

（
部
会
） 

第
３
条 

審
議
会
に
総
合
部
会
を
置
く
。 

２ 

総
合
部
会
は
、
審
議
会
に
お
い
て
付
託
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審

議
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
総
合
部
会
に
付
託
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
あ
ら
か
じ

め
審
議
会
の
了
解
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
総

合
部
会
の
調
査
審
議
結
果
を
審
議
会
の
調
査
審 

議
結
果
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

会
長
は
、
前
項
の
同
意
を
し
た
調
査
審
議
結
果
を
同
意
後
最
初
の
審
議
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

沖
縄
振
興
審
議
会
令
（
平
成
一
四
年
政
令
第
一
一
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
沖
縄
振
興
審
議
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

（
会
議
の
招
集
） 

第
１
条 

沖
縄
振
興
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う｡

）
の
招
集
は
、
会

議
の
議
題
、
日
時
及
び
場
所
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
会
議
の
議
事
） 

第
２
条 

会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

２ 
 
 

会
議
は
非
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
部
会
） 

第
３
条 

審
議
会
に
総
合
部
会
を
置
く
。 

２ 

総
合
部
会
は
、
審
議
会
に
お
い
て
付
託
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審

議
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
総
合
部
会
に
付
託
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
あ
ら
か
じ

め
審
議
会
の
了
解
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
総

合
部
会
の
調
査
審
議
結
果
を
審
議
会
の
調
査
審 

議
結
果
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

会
長
は
、
前
項
の
同
意
を
し
た
調
査
審
議
結
果
を
同
意
後
最
初
の
審
議
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

沖
縄
振
興
審
議
会
運
営
規
則 

改
正
案 

沖
縄
振
興
審
議
会
運
営
規
則 

（
平
成
一
四
年
六
月
三
日
沖
縄
振
興
審
議
会
決
定
） 

資料２ 

 



５ 

総
合
部
会
は
、
沖
縄
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
、
審
議 

会
に

対
し
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
意
見
等
の
聴
取
） 

第
４
条 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
委
員
以
外
の

者
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
    

総
合
部
会
の
部
会
長
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
以
外

の
者
を
部
会
に
出
席
さ
せ
て
意
見
を
述
べ
、
又
は
説
明
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
幹
事
会
） 

第
５
条 

幹
事
会
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
沖
縄
担
当
）
で
あ
る
幹
事
が
招

集
す
る
。 

２ 
 
 

幹
事
会
の
議
事
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
沖
縄
担
当
）
で
あ
る
幹

事
が
つ
か
さ
ど
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
６
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
、
必
要

な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。 

 

５ 

総
合
部
会
は
、
沖
縄
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
、
審
議
会
に
対

し
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
意
見
等
の
聴
取
） 

第
４
条 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
委
員
以
外
の

者
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
    

総
合
部
会
の
部
会
長
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
以
外

の
者
を
部
会
に
出
席
さ
せ
て
意
見
を
述
べ
、
又
は
説
明
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
幹
事
会
） 

第
５
条 

幹
事
会
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
沖
縄
担
当
）
で
あ
る
幹
事
が
招

集
す
る
。 

２ 
 
 

幹
事
会
の
議
事
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
沖
縄
担
当
）
で
あ
る
幹

事
が
つ
か
さ
ど
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
６
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
、
必
要

な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。 

 
 

  


